
松島地区コミュニティ協議会会則 

 

（名称および組織） 

第１条 この会は、松島地区コミュニティ協議会（以下「協議会」という。）と称し、

協議会の区域内に居住する個人および所在する法人ならびに自治会等各種団体で組

織する。 

（目的） 

第２条 協議会は、地区における共通の課題解決を図り、住みよい地域社会の構築を目

指し、自主的・主体的に地域活動を行うことを目的とする 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 松島地区の共通の課題解決に向けての協議、学習に関すること。 

(2)  松島地区内の各種団体等の活性化および各種団体相互の連絡協調に関すること。 

(3)  市の委託業務の事業推進に関すること。 

(4)  松島地区内組織の構成員の参画と情報の共有ならびに協働推進等に関すること。 

(5)  その他協議会の目的達成に必要なこと。 

（役員） 

第４条  協議会に次の役員を置く。 

会長１名  副会長２名  会計１名  事務局長 1名  監事２名。 

２ 役員は総会において推薦または選挙により選出する。 

３ 役員の互選により、会長、副会長、会計、事務局長ならびに監事を選任する。 

４ 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

５ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （任務） 

第５条  会長は協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、または事故あるときはその職務を代行

する。 

３  会計は本会の会計を担当する。 

４  事務局長は庶務を担当する。 

５  監事は事業および会計を監査し総会で報告する。 

６  役員は本会の運営に関して協議し適正を期さなければならない。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、総会、臨時総会ならびに役員会とする。 

２  会議は会長が招集する。 

３ 会議は会長または会長が指名した者が議長を務める。 



４ 会議は、過半数の出席者（委任状提出者を含む。）で成立し、出席者の過半数をも

って決する。 

ただし、会則の改廃は出席者の３分の２以上の同意を必要とする。 

（総会および臨時総会） 

第 7条 総会および臨時総会は、別に定める代表者をもって構成する最高の議決機関で、

総会は年１回開催し、次の事項を議決する。 

(1)  事業計画および事業報告に関すること。 

(2)  予算の決定および決算の承認に関すること。 

(3)  会則の改廃に関すること。 

(4)  その他協議会の運営に関すること。 

２  臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。 

 ただし、運用細則第２条に定める会議の構成員の過半数以上の請求があれば臨時総会

を開かなければならない。 

３ 天災地変および特別の事情が発生し、役員会において総会ならびに臨時総会の開催

が困難と決定した場合は書面議決を行うことができる。 

（役員会等） 

第８条 役員会は、必要に応じ開催し、次の事項を審議する。 

(1) 総会および臨時総会に付議する事項。 

(2) 事業の運営に関する事項。 

(3) その他、会長が必要と認める事項。 

 (4) 会長は、特に必要があると認めた場合、会則第９条に定める企画委員長および

運用細則第３条に定める部会長を招集することができる。 

（企画委員会） 

第 9条 協議会に企画委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

企画委員は、役員および部会長の推薦を受け、役員会の承認を得て会長が委嘱する。 

２ 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選任する。 

３ 委員会は、委員長が招集する。 

４ 委員会は、次の事項について協議し、役員会に報告する。 

(1) 地域コミュニティ事業の企画に関すること。 

  (2) その他事業の企画に関し、役員会が必要と認めた事項。 

（部会） 

第 10条 協議会に部会を置くことができる。 

 部会員は、自治会等各種団体から選任された者および協議会が公募した者をもって構

成し、部会長の推薦を受け、役員会の承認を得て会長が委嘱する。 

２ 部会の名称は運用細則において別に定める。 

３ 部会には部会長および副部会長を置き、部会員の互選により選任する。 



４ 部会は、部会長が招集する。 

５ 部会は、部会に属する地域課題について調査および審議し、各種の事業を実施する。 

（経費） 

第 11条 協議会の経費は、会費、補助金ならびにその他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第 12条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（事務局） 

第 13 条 協議会の事務局を「高松市松福町２丁目１５番２４号」松島コミュニティセ

ンター内に置く。 

２ 事務局に職員を置くことができる。職員は会長が委嘱し、協議会の事務を処理する。 

（補足） 

第 14 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮って定めるこ

とができる。 

２ この会則の円滑な運用を図るため、別に運用細則を定める。 

 

 

   附 則 

１ この会則に定めのない事項は、役員会を経て総会にて決定する。 

２ この会則は平成１７年８月２３日から施行する。 

３ 平成１８年５月２６日一部改正施行。（第 13条事務局の変更） 

４ 平成２０年５月２８日一部改正施行。（第５条追加） 

５ 平成２２年５月２９日一部改正施行。（第１条の文章改正、第３条１項第３号を５

号に繰り下げ第３号、第４号を追加、第７条第１項の文章改正、第 10 条第１項の文

章改正、第 13条第１項を追加、第 14条を追加） 

６ 平成２５年５月２５日一部改正施行。（第６条第２項の文章改正、第３項を第４項

に繰り下げ第３項を追加） 

７ 平成２６年５月３１日全部改正施行。 

８ この会則の一部改正は総会の議決を経て、令和３年４月１日から遡及適用する。 

（第８条第４号追加、第 10 条第２項を追加し第２項を第３項とし以下、順次繰り下

げる。） 

９ 令和３年４月１日一部改正施行。（役員任期の特例承認により、一年間留任する。） 

10 この会則の一部改正は総会の承認を得て、令和４年４月１日から遡及適用する。（役

員任期の特例承認により、令和４年度のみ一年間留任とする。） 

 

 

 



 

 

松島地区コミュニティ協議会会則運用細則（第 14条第２項）  

 

（自治会等各種団体） 

第１条 会則第１条に定める自治会等各種団体とは、地区全体を組織対象とする松島地

区民生委員児童委員協議会、高松赤十字奉仕団松島分団、松島地区子ども会育成連

絡協議会等の各種団体（ボランティアグループ等市民活動団体を含む。）、企業なら

びに個人をいう。 

（会議の構成員） 

第２条 会則第６条に定める会議の構成員は松島地区連合自治会２２名、松島地区民生

委員児童委員協議会２１名、高松市赤十字奉仕団松島分団３名、松島地区老人クラ

ブ連合会３名、松島地区青少年健全育成連絡協議会１名、松島地区子ども会育成連

絡協議会１名、松島地区交通安全母の会１名、高松更生保護女性会東支部１名、松

島女性教室１名、高松地区保護司会１名、地域安全推進委員協議会１名、松島地区

体育協会１名、高松市立高松第一中学校ＰＴＡ１名、高松市立高松第一小学校ＰＴ

Ａ１名、高松市消防団北部分団１名、高松北交通安全協会松島地区１名、松島地域

自主防災連絡会１名、松島地区女性防火クラブ１名、松島地区保健委員会１名、  

会則第９条および第 10条に定める部会長、副部会長ならびに企画委員。 

 （部会） 

第３条 会則第 10条に定める部会の名称。 

 青少年育成部会 

 福祉・保健部会 

 環境安全部会 

 広報部会 

体育部会 

 文化部会 

 防災部会 

附 則 

１ この運用細則は平成１７年８月２３日から施行する。 

２ 平成１９年５月２７日一部改正施行。（第２条中高松市消防団北部分団、松島地

域自主防災連絡会、高松北交通安全協会松島地区を追加。） 

３ 平成２０年５月２８日一部改正施行。（第２条中高松市立光洋中学校ＰＴＡ、高

松市立松島小学校ＰＴＡを追加。） 

４ 平成２１年５月２７日一部改正施行。（第２条中高松市立高松第一中学校ＰＴＡ



に名称変更。） 

５ 平成２２年５月２９日一部改正施行。（第２条中高松市立高松第一小学校ＰＴＡ

に名称変更。） 

６ 平成２４年５月２６日一部改正施行。（第２条中松島地区女性防火クラブを追

加。） 

７ 平成２５年５月２５日一部改正施行。（第２条中松島地区保健委員会を追加。） 

８ 平成２６年５月３１日全部改正施行。 

９ 令和３年４月１日一部改正施行。（第３条に各部会の名称を追加。） 

10 この運用細則の一部改正は総会の議決を経て、令和４年４月１日から遡及適用す 

  る。（第２条松島地区連合自治会、松島地区民生委員児童委員協議会の構成人数変

更。） 


